
刊行にあたって

　本書は，銀行業務検定試験「金融商品取引３級」の受験参考書として刊

行されたものです。過去の試験問題については『金融商品取引３級問題解

説集』（銀行業務検定協会編）に収録されておりますが，本書は，試験問

題を解くための必要知識について簡潔に解説し，試験合格に向けてのサ

ポート役として活用していただくことを第一義に編集されています。

　多くのリスク性商品を取り扱う金融機関の行職員にとって，その商品の

販売・勧誘に際してのさまざまな法規制，特に金融商品取引法に関する知

識の習得は，日常業務の遂行において必要不可欠なものです。

　銀行業務検定試験「金融商品取引３級」は，金融商品取引法を中心とし

た金融商品の販売・勧誘等に必要な知識の習得度を判定しようとするもの 

です。日頃の研鑚の成果を試すものとして，ぜひチャレンジすることを 

お勧めします。

　本書を『金融商品取引３級問題解説集』と併せて活用し，銀行業務検定

試験「金融商品取引３級」に合格され，日常業務において一層ご活躍され

ることを祈念してやみません。

　2024年２月

経済法令研究会
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学習にあたって

　本書は，銀行業務検定試験「金融商品取引３級」受験のための参考書です。

本試験の問題は，「基本知識」を問うものとしての四答択一式（30問）と，

事例付四答択一式（10事例20問）の合計50問の出題となっています。

　「基本知識」の出題については，大きく「金融商品取引法の基本知識」「金

融商品販売知識」の２つの分野に，また「金融商品販売知識」は，さらに

「金融商品全般」「投資信託」「保険」「その他金融商品」に分かれています。

一方，技能・応用編となる「事例」問題についても，大きくは「市場に関

する規制」「金融商品販売に関する規制」の２つの分野に分かれ，さらに「金

融商品販売に関する規制」は「投資信託」「保険」「デリバティブ預金」の

各商品にかかる出題となっています。

　過去４回の出題傾向をみますと，本書の第１編第７「金融商品取引業者

に対する行為規制」，第３編第２「投資信託」，第３編第３「保険」にかか

る出題のウェイトが特に高くなっており，ほぼ毎回問われている分野・内

容も存在します。

　受験対策としては，本書の記述内容を基礎としつつ，『金融商品取引３

級問題解説集』（銀行業務検定協会編）を併用して，出題頻度の高い分野

およびその問われている内容を十分にチェックするよう心がけてください。

　本試験の過去問題に何度もあたることで，問われやすい問題への理解は

一層深まることでしょう。

　地道な日々の研鑽こそが，目標達成へと繋がります。
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「金融商品取引３級」出題範囲

Ⅰ　金融商品取引法等の基礎知識

　金融商品取引業の業務分類と範囲／特定投資家と一般投資家／集 

団投資スキーム／適格機関投資家等特例業務／開示規制／公開買付

（ＴＯＢ）制度／株券等の大量保有報告制度　等

Ⅱ　金融機関のリスク性商品

　外貨預金／デリバティブ／デリバティブ預金　等

Ⅲ　金融機関が販売・仲介できるリスク性商品

　投資信託／変額保険／外貨建て保険／国債／地方債／株式／信託受

益権　等

Ⅳ　リスク性商品取扱いに関する行為規制

　標識掲示義務／広告規制／誠実公正義務／契約内容等の事前書面交

付義務／契約締結時の書面交付義務／契約締結後の取引報告書交付義

務／適合性の原則／不招請勧誘の禁止／再勧誘の禁止／損失補てんの

禁止／クーリング・オフ／最良執行義務／金融サービス提供法の規定

／弊害防止措置　等

Ⅴ　罰則規定

　不公正取引／風説の流布／偽計／相場操縦／インサイダー取引／重

要事項に虚偽記載のある有価証券届出書等の提出／有価証券届出書等

の不提出　等
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2023年（第155回）
【基本知識】
最近の金融関連法令等の改正等
証券市場の仕組み
金融商品取引法の定義規定
有価証券の募集等
ディスクロージャー制度
金融商品取引業
公開買付・大量保有報告制度
インサイダー取引規制
商品・サービスに係る重要な情報お
よびその提供方法
外務員制度
金融商品取引業者に対する一般的行
為規制
金融商品取引業者に対する勧誘規制
契約締結前交付書面，契約締結時等
交付書面
金融サービスの提供に関する法律
消費者契約法
犯罪収益移転防止法
預金との誤認防止措置
投資信託の分配金規制
投資信託の委託会社の役割と業務
投資信託の届出
投資信託振替制度
投資信託の目論見書の記載事項

投資信託の適時開示
適格機関投資家私募投資信託
保険募集指針の策定・公表
法令等遵守統括責任者，法令等遵守
責任者の任命・配置
非公開情報の取扱い
顧客保護を図るための留意点および
特定保険契約における適合性の原則
保険募集・募集関連行為と保険募集
人資格
意向把握・確認義務

【技能・応用】
特定投資家制度
特定投資家に対して適用除外となる
行為規制
投資信託委託会社の運用や議決権行
使
投資信託委託会社の義務等
コーポレートガバナンス・コード
コーポレートガバナンス・コード
投資信託の運用報告書
運用報告書（全体版）の交付
投資信託財産の保全
投資者保護基金
トータルリターン通知制度
トータルリターン通知制度
保険募集制限先規制およびタイミン
グ規制

●金融商品取引３級・過去４回の出題項目
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保険募集制限先規制およびタイミン
グ規制の対象商品
構成員契約規制の内容
構成員契約規制の対象商品
クーリング・オフの内容
クーリング・オフの対象商品
デリバティブを内包する預金に関す
るガイドライン
デリバティブ預金の勧誘・販売

2022年（第152回）
【基本知識】
最近の金融関連の法令改正および制
度改正事項
証券市場の仕組み
有価証券の募集等
有価証券の募集等
ディスクロージャー制度
公開買付制度等
金融商品取引業
金融商品取引業者等の規制等
商品・サービス等に係る重要な情報
外務員制度等
金融商品取引業者に対する行為規制
金融商品取引業者に対する勧誘規制
契約締結前交付書面，契約締結時等
交付書面
金融サービスの提供に関する法律
消費者契約法
犯罪収益移転防止法
預金との誤認防止措置
販売会社の役割

投資信託の運用
投資信託約款
投資信託振替制度
運用報告書
投資信託に関する規制
投資信託のトータルリターン通知制
度
高齢者に対する保険募集
法令等遵守統括責任者・法令等遵守
責任者
生命保険の販売資格
構成員契約規制
生命保険契約の責任開始期（日）
クーリング・オフ

【技能・応用】
特定投資家制度
特定投資家に対して適用除外となる
行為規制
インサイダー取引規制
インサイダー取引規制
スチュワードシップ ･ コードとコー
ポレートガバナンス ･ コード
スチュワードシップ責任
目論見書，契約締結前交付書面の交
付義務
交付目論見書の必要記載事項
届出の効力発生
投資信託の新商品の勧誘時期
分散投資規制
特化型ファンドの取扱い
情報提供・重要情報シート関係
契約締結前交付書面
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意向把握・確認義務
意向把握・確認義務の適用除外
セーフティネット（契約者保護機構）
セーフティネット
デリバティブを内包する預金に関す
るガイドライン
デリバティブ預金の勧誘・販売

2021年（第149回）
【基本知識】
最近の金融関連法令の改正事項
証券市場の仕組み
金融商品取引法の定義規定
有価証券の募集等
ディスクロージャー制度
公開買付制度
有価証券の取引等に関する規制
金融商品取引業
商品・サービス等に係る重要な情報
外務員制度
金融商品取引業者に対する行為規制
金融商品取引業者に対する勧誘規制
契約締結前交付書面，契約締結時等
交付書面
金融商品販売法
消費者契約法
犯罪収益移転防止法
預金との誤認防止措置
受託会社の役割
投資信託の乗換え勧誘
公募投資信託の商品分類
目論見書の記載事項

適格機関投資家私募投資信託
分散投資規制
保険募集指針
特定保険契約における適合性原則
金融商品取引法の規制が準用されな
い事項
保険契約者保護機構
高齢者に対する保険募集
外貨建保険販売資格
店頭デリバティブ取引

【技能・応用】 
特定投資家制度
特定投資家に対して適用除外となる
行為規制
インサイダー取引規制
インサイダー取引規制（公表措置な
ど）
スチュワードシップ・コード
コーポレートガバナンス改革
投資信託販売時の禁止行為
損失補填の禁止
投資信託の広告規制
投資信託の広告規制
投資信託の共通ＫＰＩ
投資信託の共通ＫＰＩ指標
保険募集制限先規制の対象商品
タイミング規制
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構成員契約規制
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デリバティブ預金の勧誘・販売

2020年（第147回）
※10月に特別実施
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最近の金融関連法令等の改正事項
証券市場の仕組み
有価証券の定義
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公開買付・大量保有報告制度
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外務員制度
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取引報告書，取引残高報告書
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保険募集指針
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構成員契約規制
契約概要
高齢者に対する保険募集
店頭デリバティブ取引
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特定投資家制度
特定投資家に対して適用除外となる
行為規制
インサイダー取引規制
インサイダー取引規制の対象
顧客本位の業務運営に関する原則
利益相反の適切な管理
投資信託の乗換え勧誘に該当する行為
投資信託の乗換え勧誘規制
レバレッジ投資信託
レバレッジ投資信託の販売規制
高齢顧客への勧誘による販売に係る
ガイドライン
高齢顧客への勧誘による販売に係る
ガイドライン
保険募集制限先規制
保険募集制限先規制，タイミング規
制，融資担当者分離規制
外貨建て保険取扱いの対応
外貨建て保険取扱いの対応
意向把握義務
意向確認書面
デリバティブを内包する預金に関す
るガイドライン
特定預金等契約に関する誇大広告禁止
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第１

証券取引法改正と
金融商品取引法制定の経緯

　…2023年（第155回）・問１
　…2022年（第152回）・問１
　…2021年（第149回）・問１
　…2020年（第147回）・問１

銀行業務検定試験－過去の出題

１ 金融商品取引法の成立および施行 　　　　　

　金融商品取引法（以下「金商法」という）は，2006（平成18）年６月７日

に成立，同月14日に公布され，いくつかの段階的施行を経て，2007（平成

19）年９月30日に全面施行されました。

　同法は，1948（昭和23）年制定の証券取引法（以下「証取法」という）を

全面的に改正するものであり，規制対象を伝統的な有価証券からリスクの

ある一定の金融商品に拡げつつ（第１編第２），有価証券に関する開示規制

（第１編第３），公開買付規制（第１編第４）および大量保有報告制度（第１

編第５）を整備し，また，金融商品取引業者等の登録・監督等の業規制（第

１編第６）や，金融商品取引業者の販売勧誘等に関する行為規制（第１編

第７）を定め，さらに，不公正取引の禁止（第１編第９）のほか証券外務

員制度（第１編第10）や金融商品取引所（第１編第11）をも包括的にカバー

するものです。
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２ 金商法制定の背景　　　　　　　 　　　　　

　改正の背景としては，以下のものが挙げられます。

　①�　デリバティブ等の金融技術（イノベーション）の発展により，既存

の利用者保護の制度ではカバーすることができない金融商品が出現し

て，利用者に被害が生じる実態が発生してきたこと

　②�　業態別の縦割り型規制のもとで，ある金融商品がどの法律，どの監

督官庁の所管か明確でないために，有効な規制がなされないことによ

り投資家保護が十分に図れず，あるいは，法的取扱いの不安定さによ

り新商品開発の動きが阻害されるという弊害が発生してきたこと

　③�　「貯蓄から投資へ」の流れを受け，公正かつ円滑な資本市場を確保�

し，市場の信頼性・効率性・透明性を向上することが課題となってい

たこと

　④�　金融 ･資本市場のグローバル化のなかで，わが国の市場としての競

争力を高めるために，そのインフラ整備を進める必要があったこと

３ 金商法の考え方　　　　　　　　 　　　　　

　金商法は，従来の証取法の基本的枠組みを維持しつつ，規制の「横断化」

および「柔軟化」を図ることを主たる目的とします。

　⑴　規制の「横断化」

　縦割り規制の弊害への対応として，規制の「横断化」が図られています。

具体的には，業規制が適用される者として「金融商品取引業者」を定め，

さらに「第一種金融商品取引業」，「第二種金融商品取引業」，「投資助言・

代理業」および「投資運用業」の４類型に区分しました（第１編第６）。
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　⑵　規制の「柔軟化」

　業規制の「柔軟化」を図るべく，上記「金融商品取引業者」の４類型に

応じた業規制（参入規制，財産規制，主要株主規制，業務範囲規制）を定め

ました。また，投資家の性質に応じた行為規制の「柔軟化」を実現するた

めに「特定投資家」の概念を設け（第１編第７），投資者保護ルール（第１

編第７）の適用において一定の区別をしました。

　さらに，金商法は，従来の証取法での規制が十分でなかった部分につき

“抜け穴”をふさぐ趣旨で，以下のとおり各制度につき規定の新設または

見直しを行っています。

　①　投資ファンド等に対する規制の強化（第１編第２，６）

　②　開示制度の見直し（第１編第３）

　③　公開買付制度，大量保有報告制度の見直し（第１編第４，５）

　④　金融商品取引所制度の見直し（第１編第11）

４ 金商法制定に伴う廃止法律，改正法律 

　規制の横断化を企図する金商法の制定により，同法に組み込まれる形で，

「外国証券業者に関する法律」，「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関

する法律」，「抵当証券業の規制等に関する法律」および「金融先物取引法」

が廃止されました。

　また，投資性の強い一定の商品を対象として金商法が採用する利用者保

護ルールと同様の規制を行うべく，「銀行法」，「長期信用銀行法」，「信用

金庫法」，「中小企業等協同組合法」，「信託業法」，「保険業法」，「商品取引

所法」および「不動産特定共同事業法」が金商法を準用する形で一部改正

され，その他にも「商品投資に係る事業の規制に関する法律」など多くの

関係法律が一部改正されています。
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５ 最近の金商法改正 

　⑴　令和４年金商法改正

　2022（令和４）年には，同年５月18日公布の「公認会計士法及び金融商

品取引法の一部を改正する法律」により，公認会計士法および金融商品取

引法等の改正が行われました。会計監査の信頼性の確保ならびに公認会計

士の一層の能力発揮および能力向上を図り，もって企業財務書類の信頼性

を高めるため，上場会社等の監査に係る登録制度の導入，監査法人の社員

の配偶関係に基づく業務制限の見直し，公認会計士の資格要件の見直し等

の措置を講ずる必要があることが，改正の理由とされています。

　金融商品取引法の一部改正においては，同法193条の２第１項・２項関

係の改正が行われ，上場会社等は，その財務計算に関する書類および内部

統制報告書について，上場会社等監査人名簿に登録を受けた公認会計士ま

たは監査法人の監査証明を受けなければならないこととされました。

　なお，2022（令和４）年６月１日公布の「消費者契約法及び消費者の財

産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一

部を改正する法律」により，消費者契約法につき，契約の取消権の追加，

解約料の説明の努力義務，免責の範囲が不明確な条項の無効，事業者の努

力義務の拡充等に関する改正が行われ，また，消費者裁判手続特例法につ

き，対象範囲の拡大，和解の早期柔軟化，消費者に対する情報提供方法の

充実，特定適格消費者団体を支援する法人を認定する制度の導入等に関す

る改正が行われました。

　⑵　令和５年金商法改正

　2023（令和５）年には，同年11月20日成立の「金融商品取引法等の一部

を改正する法律」により，金融商品取引法，金融サービスの提供に関する
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法律（同法律の題名を「金融サービスの提供に関する法律」に改める），投資

信託及び投資法人に関する法律，不動産特定共同事業法，銀行法等の一部

改正が行われました。わが国の金融および資本市場をめぐる環境変化に対

応し，金融サービスの顧客等の利便の向上および保護を図るため，顧客等

の最善の利益を勘案しつつ，誠実かつ公正に業務を遂行すべき義務の規定

の整備，顧客等への契約締結前の説明義務等に係る規定の整備，インター

ネットを用いてファンド形態で出資を募り企業等に貸し付ける仕組みを取

り扱う金融商品取引業者に係る規制の整備等の措置を講ずる必要があるこ

とが，改正の理由とされています。

　金融商品取引法の一部改正においては，①有価証券とみなされる権利の

範囲の見直し，②四半期報告書制度廃止，③ソーシャルレンディング等の

ファンドに関する規定の整備，④標識に記載すべき事項のインターネット

による公表の義務付け等，⑤登録金融機関業務として行うことができる金

融商品取引業の範囲の見直し，⑥誠実公正義務の削除，⑦契約締結前等の

顧客への情報の提供等に関する規定の整備，⑧インサイダー取引や開示書

類の虚偽記載等の違反行為をした者に対する課徴金納付命令に係る審判手

続のデジタル化，⑨その他所要の規定の整備が行われています。

　この改正法は，原則として，公布の日から起算して１年を超えない範囲

内において政令で定める日から施行することとされています。
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第２

有価証券・デリバティブ
取引の定義

　…2023年（第155回）・問３
　…2022年（第152回）・問３
　…2021年（第149回）・問３
　…2020年（第147回）・問３，問４

銀行業務検定試験－過去の出題

１ 金商法の適用対象　　　　　　　 　　　　　

　金商法は，有価証券の取引とデリバティブ取引を適用対象とします。

２ 有価証券の定義　　　　　　　　 　　　　　

　有価証券の定義は，①証券・証書が発行されている権利と，②証券・証

書が発行されていない権利（みなし有価証券）に分けて規定されています。

　なお，金商法の適用にあたっては，証券・証書が発行されている権利と，

証券・証書が発行されていない権利（みなし有価証券）という分類はあま

り重要ではなく，むしろ，①証券・証書が発行されている権利，および，

その各有価証券に表示されるべき権利について当該権利を表示する有価証

券が発行されていないものを包含する「第一項有価証券」，ならびに，②

証券・証書が発行されていない権利のうち，金商法２条２項各号に定める

信託受益権や集団投資スキーム持分等の権利を包含する「第二項有価証券」



第１編　金融商品取引法

－8－

という２つの概念のほうがより重要なものとなっています。

　たとえば，後述するとおり，第一項有価証券と第二項有価証券とでは，

有価証券の募集・売出しの定義が異なります。この第一項有価証券と第二

項有価証券の違いに基づく法律上の取扱いの違いについては，本書におい

て繰り返し紹介されますので念頭に置いておいてください。

　以下では，①証券および証書が発行されている権利ならびに②証券・証

書が発行されていない権利のそれぞれの内容を説明します。

　⑴　証券・証書が発行されている権利

　証券・証書が発行されている権利は，以下のとおりです（金商法２条１項各号）。
　①　国債証券
　②　地方債証券
　③　特別の法律により法人の発行する債券（④および⑪を除く）
　④�　資産の流動化に関する法律（以下「資産流動化法」という）に規
定する特定社債券

　⑤　社債券
　⑥�　特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（⑦，⑧

および⑪を除く）

　⑦�　協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資
証券

　⑧�　資産流動化法に規定する優先出資証券，新優先出資引受権を表
示する証券

　⑨　株券・新株予約権証券
　⑩�　投資信託及び投資法人に関する法律（以下「投信法」という）に
規定する投資信託・外国投資信託の受益証券

　⑪�　投信法上の投資法人の投資証券，新投資口予約権証券，投資法
人債券，外国投資証券

　⑫　貸付信託の受益証券
　⑬　資産流動化法に規定する特定目的信託の受益証券
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　⑭　信託法に規定する受益証券発行信託の受益証券
　⑮　コマーシャルペーパー（CP）
　⑯　抵当証券
　⑰�　外国証券・証書で①～⑨まで，および⑫～⑯までの性質を有す

るもの（⑱を除く）
　⑱　外国貸付債権信託の受益証券
　⑲　オプション証券・証書
　⑳　預託証券・証書
　�　政令で指定する証券・証書

　�の政令で指定する証券・証書とは，譲渡性預金の預金証書のうち外国

法人が発行するものおよび学校法人債券または債権証書をいいます。

　⑵�　証券・証書が発行されていない権利

　上記⑴記載の各有価証券に表示されるべき権利について，当該権利を表

示する有価証券が発行されていない場合でも，当該権利が有価証券とみな

されます（金商法２条２項前段）。

　また，特定電子記録債権，すなわち電子記録債権（電子記録債権法２条

１項に規定する電子記録債権をいう）のうち，流通性その他の事情を勘案し，

社債券その他の金商法２条１項各号に掲げる有価証券とみなすことが必要

と認められるものとして政令（2024（令和６）年２月現在では，政令による

指定はなされていない）で定めるものは，有価証券とみなされます（金商法

２条２項中段）。さらに，証券・証書に表示されるべき権利以外の権利のう

ち，以下の各権利が有価証券とみなされます（金商法２条２項後段各号）。

　①　信託の受益権
　②　外国信託の受益権
　③�　合名会社・合資会社の社員権（政令で定めるものに限る）・合同
会社の社員権

　④　外国法人の社員権で③の性質を有するもの
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　⑤　集団投資スキーム持分

　⑥　外国集団投資スキーム持分

　⑦　特定電子記録債権・政令で指定する権利

　⑦の政令で指定する権利とは，金商法施行令に定める内容の学校法人等

に対する貸付けに係る金銭債権をいいます。

　集団投資スキーム持分とは，民法上の組合，商法上の匿名組合，投資事

業有限責任組合契約に関する法律上の投資事業有限責任組合，有限責任事

業組合契約に関する法律上の有限責任事業組合，社団法人の社員権，その

他の権利であって，出資または拠出をした金銭（または金銭に類するもの）

を充てて行う事業から生ずる収益の配当・財産の分配を受けることができ

る権利をいいます。ただし，①出資者の全員が出資対象事業に関与するも

の，②出資者がその出資または拠出した額を超えて配当または財産の分配

を受けないもの，③保険契約・共済契約・不動産特定共同事業契約に基づ

く権利（トークン化された不動産特定共同事業契約に基づく権利を除く）は集

団投資スキーム持分に該当しません。

３ デリバティブ取引の定義　　　　 　　　　　

　デリバティブ取引とは，市場デリバティブ取引，店頭デリバティブ取引

または外国市場デリバティブ取引をいいます。これらの各取引の基本とな

る「デリバティブ取引」は，いずれも，大別して，金融商品および金融指

標の先物取引，オプション取引およびスワップ取引ならびにクレジットデ

リバティブ取引を指し，取引が金融商品市場および外国金融商品市場で行

われるか（市場デリバティブ取引および外国市場デリバティブ取引）または金

融商品市場および外国金融商品市場によらないで行われるか（店頭デリバ

ティブ取引）によって区別されています。

　金融商品とは，デリバティブ取引の原資産となるものとして，以下に掲
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